
お
知
ら
せ

暮
ら
し
に
便
利

あ
い
さ
い
見
聞
録

健
康
ガ
イ
ド

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト

子
育
て
１
・
２
・
３

ま
ち
か
どtopics

広報あいさい　2020. 8 10

お知らせ

く
ら
し

男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

■問
市
民
協
働
課 
☎（
55
）７
１
１
３

▼
目
的
／
第
４
次
愛
西
市
男
女
共
同
参
画
プ

ラ
ン
策
定
の
た
め
、
現
状
把
握
、
課
題
分
析

を
行
う

▼
調
査
対
象
者
／
市
内
在
住
、
18
歳
以
上
の

方
で
無
作
為
に
抽
出
し
た
方

▼
調
査
票
の
発
送
／
８
月
中
旬
以
降

水
道
メ
ー
タ
ー
を
取
り
替
え
ま
す

■問
上
水
道
課 

☎（
55
）７
１
４
６

▼
取
替
地
区【
佐
織
地
区
】／

下
北
、
中
町
、
上
町
、
横
町
、
河
畔
、
東
町
、

東
八
幡
団
地
、
古
瀬
、
千
引
、
佐
折

▼
取
替
期
間
／
８
月
中（
日
曜
日
、
祝
日
を

除
く
）

▼
工
事
業
者
／
市
が
指
定
す
る
水
道
工
事
店

▼
料
金
／
無
料

※
止
水
栓
修
理
や
メ
ー
タ
ー
周
辺
の
修
理
な

ど
が
必
要
な
場
合
、
修
理
費
は
個
人
負
担
と

な
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
取
り
替
え
を
行
う

業
者
か
ら
事
前
に
連
絡
し
ま
す
。

ひ
と
り
親
世
帯
を
支
援
す
る
た
め

臨
時
特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す

■問
子
育
て
支
援
課 

☎（
55
）７
１
１
８

【
基
本
給
付
】

▼
対
象
と
な
る
方
／
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合

①
令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
が
支

給
さ
れ
る
方

②
公
的
年
金
等
を
受
給
し
て
お
り
、
令
和
２

年
６
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
が
全
額

停
止
さ
れ
る
方

③
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を

受
け
て
家
計
が
急
変
す
る
な
ど
、
収
入
が
児

童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
と
同
じ
水

準
と
な
っ
て
い
る
方

▼
給
付
額
／
１
世
帯
５
万
円
、
第
２
子
以
降

１
人
に
つ
き
３
万
円

【
追
加
給
付
】

▼
対
象
と
な
る
方
／
基
本
給
付
の
①
ま
た
は

②
に
該
当
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
を
受
け
て
家
計
が
急
変
し
、
収
入

が
減
少
し
た
方

▼
給
付
額
／
１
世
帯
５
万
円

【
支
給
手
続
き
】

▼
基
本
給
付
の
①
に
該
当
さ
れ
る
方
／
申
請

不
要

▼
基
本
給
付
の
②
、
③
、
追
加
給
付
に
該
当

さ
れ
る
方
／
子
育
て
支
援
課
ま
た
は
各
支
所

へ
８
月
３
日（
月
）以
降
に
申
請
が
必
要

▼
そ
の
他
／
児
童
扶
養
手
当
現
況
届
対
象
の

方
に
は
、
７
月
末
に
個
別
に
案
内
を
郵
送
し

ま
す
。

子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金

あ
い
さ
い
っ
子
応
援
給
付
金

■問
子
育
て
支
援
課 

☎（
55
）７
１
１
８

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を

受
け
た
子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る
た
め「
子

育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
」、「
あ
い

さ
い
っ
子
応
援
給
付
金（
市
独
自
制
度
）」の

事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

申
請
が
必
要
な
方（
公
務
員
の
方
や
、
平

成
14
年
4
月
2
日
か
ら
平
成
16
年
4
月
1
日

生
ま
れ
の
児
童
の
保
護
者
な
ど
）で
、
ま
だ

お
済
み
で
な
い
場
合
は
10
月
30
日（
金
）ま
で

に
子
育
て
支
援
課
ま
た
は
各
支
所
へ
申
請

（
郵
送
可
）し
て
く
だ
さ
い
。

※
公
務
員
の
方
は
各
所
属
官
公
庁
か
ら「
子

育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
」を
案
内

し
て
い
ま
す（
申
請
先
は
市
役
所
で
す
）。

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
・
遺
児
手
当
所

得
状
況
届
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得

状
況
届　
お
忘
れ
な
く

■問
子
育
て
支
援
課 

☎（
55
）７
１
１
８

【
児
童
扶
養
手
当
・
遺
児
手
当
】

▼
届
出
期
間
／
８
月
３
日（
月
）～
31
日（
月
）

対
象
の
方
に
は
、
提
出
書
類
な
ど
を
７
月
末

に
送
付
し
ま
す
。

　

ま
た
、
支
給
開
始
よ
り
５
年（
ま
た
は
支

給
要
件
に
該
当
し
た
日
か
ら
７
年
）を
経
過

し
た
方
に
は
、
制
度
上
支
給
額
が
半
額
と
な

る
こ
と
か
ら
、
一
部
支
給
停
止
適
用
除
外
事

由
届
出
書（
緑
色
の
用
紙
）を
送
付
し
ま
し

た
。
こ
の
用
紙
と
添
付
書
類
を
提
出
し
て
い

た
だ
く
と
、
今
ま
で
と
同
様
に
受
給
で
き
ま

す
。

【
特
別
児
童
扶
養
手
当
】

▼
届
出
期
間
／
８
月
12
日（
水
）～
９
月
11
日（
金
）

　
対
象
の
方
に
は
８
月
上
旬
に
必
要
書
類
を

送
付
す
る
予
定
で
す
。

▼
そ
の
他
／

・
受
付
期
間
内
に
届
け
出
が
さ
れ
な
い
場

合
、
手
当
が
支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。

・
遺
児
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
で
、
令

和
２
年
１
月
２
日
以
降
に
愛
西
市
へ
転
入
さ

れ
た
方
は
、
令
和
２
年
度（
令
和
元
年
分
）の

課
税
証
明
書
が
必
要
で
す
。

※
届
出
時
に
受
給
者
証
を
回
収
し
ま
す
。

▼
提
出
場
所
／
子
育
て
支
援
課
ま
た
は
各
支
所

全
国
一
斉
「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」

強
化
週
間
実
施

■問
名
古
屋
法
務
局
人
権
擁
護
部

☎
052（
952
）８
１
１
１

　
い
じ
め
、
虐
待
な
ど
、
子
ど
も
の
人
権
に

関
わ
る
悩
み
ご
と
、
心
配
ご
と
な
ど
の
相
談

に
応
じ
ま
す
。

▼
日
時
／
８
月
28
日（
金
）～
９
月
３
日（
木
）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

※
た
だ
し
、
８
月
29
日（
土
）・
30
日（
日
）は

午
前
10
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

▼
相
談
先
／

・
子
ど
も
の
人
権
110
番（
相
談
専
用
電
話
）

☎
０
１
２
０（
007
）110（
通
話
料
無
料
）

・
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
相
談

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
じ
ん
け
ん
相
談
＠
名
古
屋
法
務
局

（
検
索
Ｉ
Ｄ:

＠snsjinkensoudan

）

市役所　〒496-8555（住所不要）　　FAX（26）1011　　  https://www.city.aisai.lg.jp/

男
女
が
互
い
に
人
権
を
尊
重
し
、
責
任
を
分
か

ち
合
い
、
性
別
に
関
わ
ら
ず
、
そ
の
意
欲
と
能

力
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
社
会
を
目
指
す
計
画

を
作
成
し
ま
す
。
お
手
元
に
ア
ン
ケ
ー
ト
が
届

い
た
方
は
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。


